
就業先を「登録喀痰吸引等事
業者」として登録する

３号の登録研修機関で研修受
講

・実地研修終了後、登録研修
機関が修了証を発行

※１．「認定証」でケアをしていた介護職員が、平成２９年１月以降の介護福祉士に合格した

ア）「認定証」のまま、業務を続ける

イ）社会福祉振興・試験センターに喀痰吸引等の登録を申請する

※２．他事業所での実地研修について

（パターン１）

　　入所施設等 就業先に利用者も指導看護師もいる　　→　　実地研修の全てを就業先で行う

（パターン２）

　　訪問介護等 就業先に利用者はいるが、指導看護師がいない　　→　　他事業所指導看護師の派遣を依頼する

（パターン３）
　　退所後のため 就業先に指導看護師がいるが、利用者はまだ入所中で退所予定

→ 指導看護師と介護福祉士が、入所先（登録喀痰吸引等事業者に限る）に研修に行く

→ 介護福祉士のみ、入所先（同上）に研修に行き、指導看護師も依頼する

（パターン４）

　　今後のため 就業先に利用者がいない 　→　パターン１の事業所に研修を依頼することは可能ですが、おすすめしません

（パターン５）

　　資格のため 就業していない　　→　　研修は受けられません

・実務者研修や養成校で医療的ケアを
終了していた場合は、基本研修の省略
が可能

・実地研修は、基本的に自施設で行う
が、登録研修機関との契約が必要（あく
までも研修全体の責任は登録研修機
関）

ア、イどちらでも可能。「認定証」に記載のない行為のみを、介護福祉士として実地研修を行うことも可能です

※介護福祉士の資格証を所持している方でも3号研修を受ける
事は可能ですが、初めての場合は基本研修から受ける必要が
あります。

１．２号の登録研修機関に申し込みの場合３号の登録研修機関に申し込みの場合

就業先が登録喀痰吸引等
事業者ではない場合

就業先が登録喀痰吸
引等事業者の場合

　１．２．３号の登録研修機関に申し込み
（１，2号研修：不特定多数の者を対象、3号研修：特定の者を対象）

必要書類を用意し、京都府に「認定証」の申請をする

・就業先（登録喀痰吸引等事業者に限る）が修了証を発行

社会福祉振興・試験センターに喀痰吸引等の登録を申請
する

実施できる行為が付記された介護福祉士資格証が交付さ
れる

介護福祉士として付記された行為の業務が可能

事業所は京都府へ「登録喀痰吸引等事業者」の登録が必
要

就業先（自施設）で研修のすべてを修了させることが基本ですが、看護師配置がない事業所は、他事業所への依頼なども可能です。しかし、研修
の責任はあくまでも就業先である「登録喀痰吸引等事業者」であり、修了証の発行、管理、京都府への報告等が必要です。また、病院、診療所で
の実地研修はできません。自宅や登録喀痰吸引等事業者に限ります。なお、依頼する場合は内容や支払いについて事前に充分調整してくださ
い。

就業先（登録喀痰吸引等事業者に限る）にて、実地研修を
実施

・他の登録喀痰吸引等事業者に研修の一部を依頼するこ
とも可能
（あくまでも、研修の責任は就業先の事業所）

１．２号の登録研修機関で研修受講

・実地研修修了後、登録研修機関が修
了証を発行

京都府が認定証を発行する
（申請から約２ヶ月後、認定証が手元に届く　※申請状況により前後）

※登録日は、受理日（書類が不備なく整った日）

「認定特定行為業務従事者」として認定証に記載された業務が可能

事業所は京都府へ「登録特定行為事業者」の登録が必要

・３号研修が初めての場合は基
本研修の受講が必要
（3号研修が2回目以上の場合
は基本研修の省略が可能）

介護従事者が喀痰吸引等の行為を行えるようになるまでフロー図

介護福祉士

介護福祉士の登録証を
所持しているが、基本研
修又は医療的ケアを修
了していない者

介護福祉士の登録証を所持し、基本研修又は医療的ケア
を修了していることが書面で確認できる者

介護福祉士以外（ヘルパー、無資格）


